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      第３ 議第５２号から議第５４号まで 

         （専決処分につき承認を求めることについて（平成２９年度野洲市一

般会計補正予算（第１３号）） 他２件） 

          提案理由説明、質疑、討論、採決 

      第４ 発議第２号 

         （議員の資格決定に関する調査の件（申出書（案））） 

          提出理由説明、質疑、討論、採決 

市長提出議案 

     議第５２号 専決処分につき承認を求めることについて（平成２９年度野洲市

一般会計補正予算（第１３号）） 

     議第５３号 専決処分につき承認を求めることについて（野洲市税条例の一部

を改正する条例） 

     議第５４号 専決処分につき承認を求めることについて（野洲市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例） 

 

開議       午後１時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（矢野隆行君） （午後１時００分） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまから平成３０年第２回野洲市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち諸般の報告を行います。出席議員は１８人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本臨時会に説明員として出席通知のあった者の職、氏名はお手元の文書のとおり

であります。 

 また、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき専決処分報告書が市長から提出され、

お手元に配付しておきましたので、ご確認願います。 

 （日程第１） 

○議長（矢野隆行君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第６番、岩井智惠子議員、第７
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番、津村俊二議員を指名いたします。 

 （日程第２） 

○議長（矢野隆行君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし

ました。 

 （日程第３） 

○議長（矢野隆行君） 日程第３、議第５２号から議第５４号まで（専決処分につき承認

を求めることについて（平成２９年度野洲市一般会計補正予算（第１３号））他２件）を一

括議題といたします。 

○議長（矢野隆行君） 事務局長が議案を朗読いたします。瀬川局長。 

○議会事務局長（瀬川俊英君） 朗読いたします。 

 議第５２号専決処分につき承認を求めることについて（平成２９年度野洲市一般会計補

正予算（第１３号））他専決処分の承認２件。 

 以上です。 

○議長（矢野隆行君） 議案の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま

す。山仲市長。 

○市長（山仲善彰君） 本日ここに、平成３０年第２回野洲市議会臨時会を招集いたしま

したところ、議員の皆様には全員ご出席をいただき誠にありがとうございます。 

 それでは、今議会に提案いたします議案につきまして、ご説明を申し上げます。 

 本臨時会では、議案として専決処分につき承認を求めること３件につきまして、ご審議

をお願いするものですので、よろしくお願い申し上げます。 

 議第５２号専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 平成２９年度一般会計補正予算（第１３号）につきましては、歳入歳出総額にそれぞれ

５万３，０００円を追加したものです。 

 主な補正の内容としましては、歳入では地方譲与税や各種県税交付金、地方交付税等の

額の確定に伴う精査、湖南広域行政組合負担金の過年度精算に伴う返還金の追加、繰越金

の総額及び収支の財源調整として、財政調整基金繰入金の減額を行うものです。 
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 また、歳出につきましては、平成２８年度の母子家庭等対策総合支援事業に係る国庫補

助金に返還が生じたことから、民生費の母子・父子福祉対策事業費において返還金を追加

するものです。 

 議第５３号専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公

布されたことに伴い、野洲市税条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分したものを、同条第３項の規定により報告し、承

認を求めるものです。 

 内容につきましては、平成３０年度の税制改正大綱により地方税法等関連する法律、政

令、省令等の改正にあわせて所要の規定の整備をするもので、主なものは、固定資産税土

地税制における現行の仕組みを３年間延長する等であります。 

 なお、本条例は平成３０年４月１日から施行するものです。 

 議第５４号専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成３０年１月

３１日に公布され、同年４月１日から施行されたことと、国民健康保険税条例の一部が改

正され税率等の改正がされたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じたことから、地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したものを同条第３項の規定により報告し、

承認を求めるものです。 

 主な内容につきましては、国民健康保険の広域化に伴う課税額の定義の変更と医療保険

分課税限度額の５４万円から５８万円への引き上げ、所得の少ない被保険者に対して賦課

する保険税の算定基準を被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準に

ついて、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２７万円から２７万５，０

００円に、２割軽減の基準については被保護者数に乗ずる金額を４９万円から５０万円に

変更すると共に、先の条例改正で所得割、均等割、平等割の税率の改正がされたことによ

り、改正額により軽減措置の軽減額の見直し等を行うものです。 

 なお、本条例は平成３０年４月１日から施行するものです。 

 以上、ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（矢野隆行君） これより、ただいま議題となっております議第５２号から議第５

４号までについて、質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第５２号から議第５４号までについては、会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。よって、議第５２号から第５４号までに

ついては、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、議第５２号から議第５４号までについて、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） 討論がないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより順次採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議第５２号専決処分につき承認を求めることについて（平成２９年度野洲市一般会計補

正予算（第１３号））は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（矢野隆行君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第５２号は原案のとおり承認されました。 

 次に、議第５３号専決処分につき承認を求めることについて（野洲市税条例の一部を改

正する条例）は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（矢野隆行君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第５３号は原案のとおり承認されました。 

 次に、議第５４号専決処分につき承認を求めることについて（野洲市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（矢野隆行君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第５４号は原案のとおり承認されました。 
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 暫時休憩いたします。 

            （午後１時１０分 休憩） 

            （午後１時２５分 再開） 

○議長（矢野隆行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 （日程第４） 

○議長（矢野隆行君） 日程第４、発議第２号議員の資格決定に関する調査の件（申出書

（案））を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により除斥対象となりますので、第１６番、北村五十鈴議

員の退場を求めます。 

 暫時休憩いたします。 

            （午後１時２６分 休憩） 

            （午後１時３５分 再開） 

○議長（矢野隆行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 本職から１１７条の規定に除斥対象というところで、北村議員より動議が出ましたので、

ここで発言を許します。ここ、前に来て発言して下さい。 

○１６番（北村五十鈴君） 第１６番、北村五十鈴です。 

 今回の始まりの虚偽の文書の解明、審査が何ら進んでいない中、虚偽は深まるばかりで、

下段の署名のお一人は私の自宅さえご存知ありませんでしたし、西河原の自治会の前々会

長からも、先日の臨時会での橋議員の発言の中に誤解があり、内容が事実と余りにも違う

と調査願が提出されております。そんな中での発議の内容は受け入れられませんので、賛

同いただける議員と退席いたします。 

○議長（矢野隆行君） お諮りいたします。 

 今、北村議員より退席の動議が出まして、ここで議題として取り扱いたいと思います。 

 ただいま議題になっております北村議員他の方の退席について、皆様からご異議はござ

いませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

            （午後１時３７分 休憩） 

            （午後１時３８分 再開） 



 

 －7－

○議長（矢野隆行君） 他何名かわかりませんけれども、他の方も退席を認めます。 

            （１６番 北村五十鈴君他２名 退場） 

○議長（矢野隆行君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 それでは、第１３番、工藤義明議員他１名の賛成者から提出されました発議書は、既に

配付したとおりでございます。 

 発議第２号議員資格決定に関する調査の件（申出書（案））について、提出者の説明を求

めます。 

 第１３番、工藤義明議員。 

○１３番（工藤義明君） 第１３番、工藤義明です。 

 それでは、議員の資格決定に関する調査の件の提出理由説明をいたします。 

 発議第２号の議員の資格決定に関する調査の件につきましては、北村五十鈴議員の資格

決定審査に係る調査を地方自治法第１００条第１項に規定する権限を持った調査とし、こ

の権限を同資格審査特別委員会に委任しようとするため、発議するものです。 

 資格審査特別委員会については、本年第１回定例会（３月２２日）で発議のあった北村

五十鈴議員の資格決定の要求についてを受け、設置されており、当日の資格審査特別委員

会での協議の結果、この資格決定に関する調査は、地方自治法第１００条第１項の権限が

必要であるとして、委員長の本職から別紙のとおり、調査事項、調査方法、調査権限、調

査期限、調査経費を付して、議長宛てに申し出を行ったところでありまして、委員会終了

後に開催されました本会議においても、このことを委員会の結果として報告しております。 

 また、議会が地方自治法第１７９条第１項の調査を行う場合には同条第１１項の規定に

より、あらかじめ調査経費に係る予算が必須となることから、予算措置後の次回の本会議

で議決を求めることとしたい旨をあわせて報告させていただいたところでありまして、当

該調査経費に係る予算を平成３０年第１回定例会の追加議案として提出いただき、既に成

立しておりますことから、今回発議をするものであります。 

 以上です。 

○議長（矢野隆行君） これより、ただいま議題となっております発議第２号について、

質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 



 

 －8－

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております発議第２号については、会議規則第３９条第３項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。よって、発議第２号は委員会付託を省略

することに決しました。 

 次に、発議第２号について討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 暫時休憩いたします。 

            （午後１時４３分 休憩） 

            （午後１時５１分 再開） 

○議長（矢野隆行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 討論通告書が提出されましたので、これを許します。 

 第４番、橋俊明議員。 

○４番（橋 俊明君） 第４番、橋俊明でございます。 

 今回討論のテーマとなっております議員の資格決定に関する調査の理由につきましては、

地方自治法第１００条第１項の権限を野洲市議会委員会条例の第７条で規定する資格審査

委員会に委任することにより、本委員会において、次の各規定に基づく権限を行使できる

とうたわれております。今回の委任によりまして、選挙人その他の関係人の出頭及び証言

並びに記録の提出を請求することができ、また正当な理由がないのに委員会に出席せず、

もしくは記録を提出しないとき、また証言を拒んだときは６カ月以下の禁錮または１０万

円以下の罰金に処するとされております。さらに、選挙人その他の関係人が虚偽の陳述を

したときは３カ月以上の禁錮に処する権限を行使できるものであります。 

 このように厳しい権限行使により、真実は究明されるものと私は確信をいたしておりま

す。こうした権限行使により、本資格審査特別委員会が厳正に議事運営されるものであり

ますので、そのことを強く申し上げて、賛成討論といたします。そんなことがありますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（矢野隆行君） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 
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 発議第２号議員の資格決定に関する調査の件（申し出（案））について、採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第２号は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（矢野隆行君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 第１６番、北村五十鈴議員他２名の入場を許可いたします。 

            （１６番 北村五十鈴君他２名 入場） 

○議長（矢野隆行君） 暫時休憩いたします。 

            （午後１時５５分 休憩） 

            （午後２時１０分 再開） 

○議長（矢野隆行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 以上で、本臨時会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。山仲市長。 

○市長（山仲善彰君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員の皆様におかれましては、新年度早々ご多用のところ、平成３０年第２回野洲市議

会臨時会にご参集を賜り、誠にありがとうございます。 

 提案をいたしました３つの専決処分の承認の案件につきましては、慎重なご審議の上、

いずれもお認めをいただきまして、ありがとうございます。議員の皆様におかれましては、

くれぐれも健康にご留意をされ、今年度、野洲のまちづくりのために一層のご活躍を賜り

ますことをお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたします。ご苦労さまでした。 

○議長（矢野隆行君） 以上で、平成３０年第２回野洲市議会臨時会を閉会いたします。

大変お疲れさまでございました。（午後２時１１分 閉会） 
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